
南魚沼市新健診施設等建設事業什器購入に係るプロポーザル審査委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条  南魚沼市新健診施設等建設事業什器（待合エリア）購入及び南魚沼市新健診施設

等建設事業什器（食堂エリア）購入に係るプロポーザル（以下「本プロポーザル」

という。）の審査を行うため、プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条  審査委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員で構成する。 

 ２ 委員長は、審査委員会を代表し、審査委員会の会議を主宰する。 

 ３ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。 

 

（所掌事項） 

第３条  審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１） 本プロポーザルに参加を希望する者が提出する書類等を審査するための基準を

定めること。 

（２） 本プロポーザルに参加した者が提出した書類等を審査すること。 

（３） 本プロポーザルに参加した者の順位を決定すること。 

（４） その他本プロポーザルに参加した者が提出する書類等の審査に関し必要と認め

られること。 

 

（設置期間） 

第４条  審査委員会の設置期間は、前条第３号の決定が行われる日までとする。 

 

（会議） 

第５条  審査委員会の会議は、委員（委員長及び副委員長を含む。以下同じ。）の過半数

が出席しなければ、会議を開くことができない。 

 

（代理出席） 

第 6 条  委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席さ 

せることができる。 

２ 代理者は、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とする。 

３ 第１項の代理者は、委員とみなす。 

 

（責務） 



第 7 条  委員は、審査委員会の会議の内容について秘密を保持しなければならない。 

 ２ 委員は、本プロポーザルに参加する者に対していかなる助言も行ってはならない。 

 

（庶務） 

第 8 条  審査委員会の庶務は、南魚沼市病院事業経営管理部医療対策課において行う。 

 

（その他） 

第 9 条  この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年 9 月 1 日から施行する。 

 

 

 

別表（第２条関係） 

区分 氏名 所属・職名 

委員長 外山 千也 南魚沼市病院事業管理者兼南魚沼市民病院長 

副委員長 関  睦 南魚沼市民病院事務部長 

委員 菅井ユカリ 南魚沼市民病院看護部長 

委員 村山 律 南魚沼市福祉保健部保健課長 

委員 鵜沼 実 南魚沼市病院事業健康開発部健康開発課長 

委員 戸田 恵美 南魚沼市病院事業健康開発部健康開発課管理栄養士 

 


